
やめよ!
徳山ダム建設中止を求める会通信
No.54(2003. .8
事 務 局  TEL/FAX 058牛 78o4119
大垣市田町 1-20-1  近藤方

「徳山ダムをやめさせる会」発足
「7.12『徳山ダムは名古屋の問題』シンポジウム実行委員会]を発展的に解消して、
新たに「徳山ダムをやめさせる会」を発足させました .

名古屋を中心とした東海地方全体の運動体として動き出しました。
この会は、当面の問題 (徳山ダム事業費 101o億 円増額について利水者=岐阜県・愛
知県 。名古屋市が費用負担同意をすることを許さない)への取 り組みに迅速に行動するこ
とを最優先としています。「会員」は徳山ダム建設を止めさせようと何らかの行動等 (カ ン
パ・激励も行動です)に参加するする者、個人・団体を問わない、というアバウトなもの
です。「会費」も決めません。「会」が呼びかける行動に是非ご参加下さい。
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徳山ダムをやめさせる会としての当面の行動
◎ 中部地備事業評価監視委員会に意見書を提出 (10/6)→当会HPに掲載予定
◎ 愛知県への申し入れ行動
「徳山ダム事業費増額の費用負担同意をするな」「徳山ダム事業から撤退せよ」
10月 8日 (水) 10:oO～
◎ 11月 25日 (火)18:00～  名古屋市教育館
「徳山ダムをやめさせる会」主催の集会を開く。内容 。集会名等は近日決定。
◎ 総選挙と市民への訴えかけについて→ 2, 4ペ ージ参照
報道はもう「総選挙」モード。ここ東海地方では「徳山ダム問題」こそ、総選挙の争点だ、
ということを市民にも候補者にも政党にも積極的に訴えていきます。

9月 3日 「撤退ルール」学習会-100名 以上の大盛況
前号でお知らせし水機構ダムからの「撤退ルール (水機構法施行令 )」 学習会は、関西、
関東から来られた方も居て、 100名 を超す大盛況でした。
難解でな 「撤退ルール」を解読する少人数の勉強会を予定していたので、主催者も講師
もびっくり。大きな会場しか押さえられなったことが幸いしました。ただ、中味はかなり
詳しいことを知っていることが前提のものだったので、多くの参加者には理解しにくかっ
たと反省しています。 (学習会資料は当会HP「徳山ダム関連資料」に掲載)
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「徳山ダム事業費増額問題」こそ総選挙の争点

―「小泉改革」の中味を問う一

水資源開発公団は、新規水源開発をしない水資源機構となりました。その水機構が、巨

大ダム開発事業を継続する (のみならず、「追い銭」を要求する)、 というところ
「小泉改

革」の正体が現れているのではないでしようか (中村敦夫議員質問主意書
。答弁書参照 :

当会HPに掲載 )。 マニフェス ト論議が本気なら、野党は真っ先に徳山ダム事業費増額問題

を取り上げるべきです。

下は、公共事業問題を専門とする研究者の書かれたものです。 (超ご多忙の中、非常に無

理を言つて、急いで書いて頂いたので、今はお名前を出しません。)

「小泉内閣のもとで、「行政改革大綱」 (森内閣閣議決定2000年 12月 )をふまえた、「特殊

法人等整理合理化計画」 (ノJヽ泉内閣閣議決定2001年 12月 )にもとづき、水資源開発公団が廃
止され、この10月 1日 に独立行政法人水資源機構が新設された。

この背景には、無駄で環境破壊型の公共事業、およびその重要な担い手である特殊法人

の根本的な改革を求める、住民 。国民の運動と世論があった。水資源開発に関しては、過

剰開発・水余りのなかで、住民 。国民は、不要で浪費的な巨大ダム・堰建設を中止するこ

と、さらには上記事業を中止できない構造の改革を求めてきたのである。

小泉内閣によるこの改革が、たんに住民 。国民の改革要求への妥協であリポーズに過ぎ

ないのか、あるいは真に住民 。国民の切実な要求を実現する意図をもつているのかは、水

資源機構による今後の事業内容によつて評価される。

ところで、水資源機構法は、「水需要の伸び悩み等を踏まえ、新規の開発事業は行わない」

とともに、「新規利水の見込みが明確でない実施計画調査中の事業の中止、実施中事業の事

業規模の縮小等を図る」としている。

さらに、旧公団法の規定にはなかつた利水者の撤退により事業を縮小又は廃止 した場合

の手続きを新設した。

これらは、あきらかに上記の住民 。国民の要求をふまえているといえよう。

しかし、他方で、この新規水資源開発の中止という画期的な制度には、次のように限界

がある。

水資源機構法では、公団法廃止時点で公団が実施中の新築事業、および実施計画調査中

の事業でも主務大臣が利水が確実にあることを指定した事業については、経過措置として、

引き続き水資源機構が行 うこととされており、徳山ダム、思川開発など、これまで問題と

されてきた旧水資源開発公団の巨大事業も、生き残ることが可能な仕組みになっているの

である。

したがって、小泉改革は、徳山ダム等の事業を中止するか継続するかによつて、その真

価が問われるといつてよい。

また、現在、各政党が導入を進めつつあるマニフェス トに関しても、新制度による網か

ら免れた巨大ダム・堰事業の中止を、取 り上げるか否か、またその公約を守るか否かが、

重要な試金石になるであろう。

東海地域においては、徳山ダムの中止・継続はもつとも重要な争点のひとつであり、徳

山ダムに関するマニフェス トによつて、各政党の住民 。国民の改革要求に対する姿勢が鮮

明になるといつてよい。」
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徳山村キャンプー8月 23日・24日
今年も「塚」でキャンプをしました。 62名 の参加。 「my箸、 myコ ップ、my皿」
も、まあまあ準備されたようでした。来年以降は一層のエコキャンプを試みるつもりです。

23日 夕方に、クマタカ (尾根の向こう側)と オオタカ (尾根のこちら側)を観察する

ことができました。昨年に続いて深夜の国道 417号 線の 「お散歩」をしました。国道を
どちらに行つても街といえる所は20m～ 30 km離れています。その暗闇だからこそ
一切灯 りなしでも道は見え、歩くことができます。川は光って見えます。ちょうど火星大

接近の時。火星は本当に明るく見えました。

谷の開けた (揖斐川が流れている)南の方角に人工的な街灯 りが空を照らして一隠して

一いるのが分かります。「文明の光」で何を得て何を失つたかを、見つめ直さなければなら

ないということを教えられます。

塚地区での付け替え道路建設のための工事用道路が山の斜面の至る所を削っています。

ブッポウソウの声を聞くことができませんでした。

一瞬でも早く工事を止めて、鳥たち獣たちに戻つてきて欲しい。

徳山ダムエ事現場のクマタカ衰弱死
6月 26日 に徳山ダムエ事現場で衰弱してカラスにつつかれているクマタカが発見され、

保護されました。結局このクマタカは飢餓によつて衰弱死。徳山ダム建設工事は確実に絶

滅危惧種を追いつめています。

当会として、水公団徳山ダム建設所、岐阜県自然環境森林室に質問書を出しました。回

答は極めて不満足なものです。この問題も追及したいきます。
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8月 28日 、岐阜県に対して申し入れ

当会 (徳山ダム建設中止を求める会 :代表 。上田武夫)は、 8月 28日 、岐阜県に対し、
徳山ダム事業から撤退するよう求める申し入れ書を提出しました。 (岐阜県側は、水資源課
。上下水道課が出席 )

申入れ (1)徳山ダム事業実施計画変更に対して費用負担同意を与えないこと。
回答 :1010億 円増額される事業費の内容についての調査が出来ていないので、負
担の同意はしていない。岐阜県としてフルプランの見直しを (平成 27年の水需給想
定調査)12月 末までに出した上で 3県 1市 と話 し合い結論を出す。また、フルプラ
ン改定の閣議決定を経てから事業実施計画変更 。費用負担同意があると認識している。

申入れ (2)徳山ダム建設事業から撤退すること。
回答 :撤退はしない。治水上中断も撤退もしないと治水を強調する発言があつた。 (中
断したりすれば治水上の瑕疵を問われかねない。)

話し合いの中で、次のようなことが明らかになりました。
① フルプランを策定する際、利水に関する数値を各自治体から聞き取りをしない。県
独自で数値を出す。また、策定結果を自治体に知らせることもしない。→新聞記事
② ただし、自治体からは渇水対策として新たな水源を確保したいとの要望がでてい
る。 (具体的な数値要望はなく、県から確認することもない。)
③ 「治水からの撤退」は法律的にありえないのに、わざわざ治水に言及したのは 「利
水がなくなれば徳山ダムがこける」ことをいみじくも認めたようなもの。
④ 申入れの回答で、費用負担増の同意はしいないといいつつ、撤退はしないという
ことは矛盾 しないか ?と の問いに対して無言・ 。・。
1010億 円をいくらか減額したら費用負担を同意するということか ?と いう問い
に対しても無言。
⑤ 総事業費 2540億 円が事業実施の契約の原点であるとの認識がない。
⑥「撤退ルール」の説明は、水公団からはなく、厚労省、経産省から聞いたとのこと。
⑦ 上水道の場合、建設費の負担は受益者負担となることが明確である故、蛇口での
水価を、現行と新水源となつた場合とを最終需要者である市民に提示し判断させるベ

きではないのか ?に対しても無言。

利水者 02県 1市で一斉監査請求ヘ

徳山ダム事業費 増額巡り監査請求ヘ
◆住民ら 「水の需要ない」
岐阜県藤橋村の徳山ダムの総事業費が約一千十億円増額された問題で、追加負担を迫ら
れている愛知、岐阜県と名古屋市の住民は五日までに、二県と同市に対し、「ダム水の需要
はない」として、増額分の支出差し止めを求める住民監査請求をする方針を固めた。名古
屋市民オンブズマンが賛同者を募っており、今月中旬、一斉に監査請求する。
(10月 6日付読売新聞記事より)

☆ 緊急のお願い !岐阜県・名古屋市・愛知県の方、監査請求人になって下さい (同
封のもの)
☆  「徳山ダム問題」の「出前講座」。学習会を設定して頂ければ講師派遣します。
当会又は「徳山ダムをやめさせる会」にお気軽にご相談下さい。
|

「やめよ !徳山ダム」 徳山ダム建設中止を求める会 代表 :上田武夫

編集責任 :折藤ゅり子  事務局 〒 503¨ 0875 大垣市田町 1-20-1
TEL/FAX 0584-78-4 1 1 9 Email:tOkuyalna¨ dam@cSidC.oom
UⅢバ http:/た okuyarn卜 dam cJde.com/
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は
渇
水
で
過
去
三

シ
フ
ト
」
論
が
浮
上
し
て
き

十
年
間
に
二
十
九
回
の
取
水

た
。
利
水
分
で
約
七
割
に
上

徳 山 ダ ム の 主 な 事業 費 変 更 (単泣 :億円 )
現 在  蘇 診 助 藤

付 け 替 え 道 路 計 画 変 更  747 888 141
環 境 調 査 な ど の 追 加    2  24 22
環 境 保 全 対 策 の 見 直 し  11 44 33
埋 蔵 文 化 財 調 査      4  27 23
設 計 基 準 改 訂 な ど    57 166 109
堤 体 関 係 施 工 計 画 な ど  853 954 101
工 事 用 道 路 の変 更    202 271 69
補 le~に か か わ る 変 更   426 524 98
事 務 費 の 変 更      238 324 86
物 個田の 変 化              0  241  24〕
消 費 税 導 入 に よ る 変 更   0  87 87

イざ      言十 2540 3550 1010
【注 】変 更事 業費 は コス ト縮減 320億円、今
後 の工事 費 5%(48億 円 )縮減努 力 を
踏 まえた額

本術十画30年間修正なし
る
地
元
負
担
は
、
治
水
分
に

つ
い
て
は
約
三
割
と
大
幅
に

軽
減
さ
れ
る
か
ら
だ
。

治
水
シ
フ
ト
は
、
ダ
ム
白

体

の
必

要
性

は
認
め

な
が

ら
、
水
は
い
ら
な
い
、
負
担
増

は
最
小
限
に
と
ど
め
た
い
と

い
う
自
治
体
側
に
と

っ
て
も

苦
肉
の
打
開
策
と
い
え
る
。

国
交
省
は
治
水
シ
フ
ト
の

検
討
を
公
式

に
は

否
定
す

る
。
だ
が
、
あ
る
同
省
関
係

者
は

「
七
月
か
ら
始
ま

っ
た

フ
ル
プ
ラ
ン
見
直
し
で
、
仮

に
新
規
利
水
の
需
要
見
通
し

が
減
れ
ば
可
能
性
は
あ
る
」

と
打
ち
明
け
た
。
　

●

一
方
、
治
水
シ
フ
ト
に
も

異
論
は
あ
る
。

徳
山
ダ
ム
が
あ
る
揖
斐
川

の
治
水
計
画
は
、
百
年
に

一

度
の
洪
水
に
対
応
し
、
毎
秒

六
千
三
百

ント
の
最
大
水
量
を

想
定
す
る
。
同
ダ
ム
は
上
流

治
水
ダ
ム
群
の
主
要
施
設
と

の
位
置
付
け
だ
。

「
徳
山
ダ

ム
建
設
中
止
を
求
め
る
会
」

事
務
局
の
近
藤
ゆ
り
子
さ
ん

は

「数
値
は
過
大
。
治
水
対

策
は
必
要
だ
が
、
最
上
流
の

巨
大
ダ
ム
で
洪
水
を
防
ぐ
の

は
、
費
用
対
効
果
か
ら
お
か

し
い
」
と
主
張
す
る
。

高
橋
裕

・
東
大
名
誉
教
授

（河
川
工
学
）
も

「
徳
山
ダ

ム
で
下
流
の
雨
は

コ
ン
ト

ロ

ー
ル
で
き
な
い
。
ダ
ム
を
造

れ
ば
下
流
が
助
か
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
ぁ
る
が
、
木
曽

三
川
全
体
で
総
合
的
な
対
策

を
考
え
る
の
が
大
事

」
と
指

摘
し
て
い
る
。

■
既
成
事
実
に

建
設
が
進
む
中
部
国
際
空

港
。
空
港
会
社
は
、
事
業
の

再
評
価
で
総
事
業
七
千
六
百

八
十
億
円
か
ら
千

二
百
四
十

九
億
円
を
削
減
し
た
。
折
り

鶴
形
の
斬
新
な
タ
ー
ミ
ナ
ル

ビ
ル
の
設
計
が
、

コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
会
社
に
依
頼
し
た
再

評
価
で

「
コ
ス
ト
が
か
か
り

す
ぎ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
見

直
す
な
ど
し
た
か
ら
だ
。
大

型
事
業
見
直
し
の
好
例
だ
。

徳
山
ダ
ム
は
、
第
三
者
機

関
の
国
交
省
事
業
評
価
監
視

委
員
会
な
ど
に
よ

っ
て
二
度

の
再
評
価
を
受
け
た
が
、
三

十
年
ほ
ど
前
に
計
画
さ
れ
た

ダ
ム
本
体
が
修
正
さ
れ
た
こ

と
は
な
い
。
次
の
監
視
委
は

十
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
。

五
十
嵐
敬
喜

・
法
政
大
教

授

（
公
共
事
業
論
）
は

「
監

視
委
で
の
結
論
が
先
延
ば
し

さ
れ
れ
ば
、
見
直
し
は
困
難

に
な
る

一
と
指
摘
し
、

「
そ

う
な
れ
ば
、
大
幅
な
追
加
が

既
成

事
実

に
な

る
」
と
批

判
。
そ
し
て
言
う
。

「
わ
が
国
の
再
評
価
は
事

業
推
進
の

″
お
墨
付
き
″
が

ほ
と
ん
ど
。
今
回
な
ぜ
千
億

円
も
必
要
な
の
か
、
監
視
委

は
単
価
か
ら
チ

ェ
ッ
ク
し
て

国
民
に
明
ら
か
に
し
、
事
業

の
是
非
を
論
議
す
べ
き
だ
」

工
事
が
進
む
徳
山
ダ
ム
。
巨
額
の
事
業
費
追
加
の

是
非
が
今
後
の
焦
点
と
な
る
＝
岐
阜
県
藤
橋
村
で

【
冊
囲
■
日
　
水
資
源
開
発
公
団
が
揖
斐
川
上
流
の
岐

阜
県
藤
橋
村
で
建
設
中
の
治
水
、
利
水
、
発
電

の
多
目
的
ダ
ム
。
ロ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ダ
ム
式
で
高

さ
１
６
１
肝
、
総
貯
水
量
は
６
億
６
０
０
０
万

ント
で
全
国
最
大
と
な
る
。
１
９
５
７
年
に
計
画
さ
れ
、
７６

年
事
業
認
可
。
２
０
０
０
年
に
本
体
工
事
に
入
り
、
０７
年

度
完
成
予
定
。
建
設
に
伴
い
旧
徳
山
村
の
４
６
６
世
帯
全

戸
が
集
団
移
転
し
た
。
従
来
の
２
５
４
０
億
円
と
い
う
計

画
上
の
総
事
業
費
は
８５
年
度
単
価
を
基
に
策
定
さ
れ
た
。

、峰ヨ

ハ

o〕 .01lo f
千
十
億
円
の
事
業
費
増

に
値
す
る
治
水
、
利
水
の
効
果

が
あ
る
か
と
い
う
費
用
対
効
果

が
変
わ

っ
て
く
る
た
め
、
イ
レ

ギ

ュ
ラ
ー
だ
が
事
業
継
続
に
つ

い
て
再
度
、
審
議
し
た
い
」

「
公
団
の
対
応
方
針
を
示
し
て

も
ら
い
、
各
分
野
の
専
門
的
な

立
場
の
委
員
が
、
金
額
の
根
拠

な
ど
を
見
据
え
な
が
ら
審
議
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」

―
審
議
の
ポ
イ
ン
ト
は
。

「
基
本
的
に
は
費
用
対
効
果
の

視
点
が
非
常
に
大
き
い
。
当
初

事
業
費
の
約
四
割
に
当
た
る
増

額
は
、
費
用
対
効
果
の
問
題
に

直
結
す
る
か
ら
だ
。
当
初
事
業

費
は
、
　
一
九

八

五

（
昭
和
六

十
）
年
度
当
時
の
単
価
だ
か
ら

約
二
十
年
が
経
過
し
た
。
積
算

の
妥
当
性
も
議
論
の
対
象
に
な

る
。
お
金
を
か
け
る
以
上
は
、

そ
れ
だ
け
の
効
果
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
長

用
対
効
果
は

一
つ
の
目
安
に
な

水
資
源
開
発
公
団
が
岐
阜

県
藤
橋
村
で
建
設
を
進
め
る

徳
山
ダ
ム
の
事
業
費
を
千
十

億
円
追
加
す
る
方
針
に
つ
い

て
、
そ
の
妥
当
性
を
審
議
す

る
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整

備
局
の
第
二
者
機
関

「
事
業

コ
価
監
視
委
員
会
」
が
十
月

九
日
に
開
か
れ
る
。
当
初
事

業

蚤

（
二
千

五
百

四
十
億

円
）
の
約
四
割
に
も
上
る
巨

額
な
追
加
だ
け
に
、
大
型
公

共
事
業
の
あ
り
方
も
含
め
、

幅
広
い
論
議
が
不
可
欠
だ
。

徳
山
ダ
ム
事
業
は
ど
う
す
べ

き
か
。
監
視
委
開
催
を
前

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
ダ
ム

に
か
か
わ
る
八
人
に
考
え
と

主
張
を
聞
い
た
。

―
監
視
委
の
審
議
を
ど
う
進

め
る
か
。

一
監
視
委

は
事
業

の
必

要
性

や
、
費
用
対
効
果
な
ど
か
ら
事

業
を
監
視
す
る
の
が
役
割
。
二

年
前
の
監
視
委
で
は

『
事
業
継

続
」
と
し
た
。
ダ
ム
事
業
は
五

年
ご
と
に
審
議
す
る
の
が
国
交

省
の
方
針
。
し
か
し
今
回
、
当

初
の
事
業
費
が
大
幅
に
上
が
る

と
い
う
こ
と
は
、
事
業
費
投
入

る
と
考
え
る
」

「
二
年
前
は
現
地
調
査
も
行

っ

た
。
前
回
審
議
の
後
に
就
任
し

な
ら
な
い
」

―
公
共
事
業
に
対
し
て
国
民

の
間
に
不
信
感
が
あ
る
。

「
監
視
委
の
制
度
が
で
き
て
そ

れ
ほ
ど
長
い
時
間
は
た

っ
て
い

な
い
。
ま
だ
試
行
錯
誤
の
と
こ

ろ
が
あ
る
が
、
公
共
事
業
は
二

十
年
、
三
十
年
と
長
い
ス
パ
ン

が
か
か
る
事
業
が
多
い
。
そ
の

中
で
、
経
済
、
社
会
情
勢
も
変

わ
る
し
、
環
境
も
変
わ
る
。
そ

の
点
で
は
、
常
に
第
二
者
の
目

か
ら
見
て
い
く
こ
と
は
大
事
だ

と
考
え
る
」

「
一
般
論
で
言
え
ば
、
河
川
で

は
各
地
域
に
流
域
委
員
会
が
で

き
て
き
て
い
る
。
流
域
住
民
に

よ
り
身
近
な
と
こ
ろ
に
監
視
委

の
権
限
を
下
ろ
し
、
議
論
を
す

る
必
要
性
も
あ
る
だ
ろ
う
」

（間
き
手
＝
岐
阜
支
社
報
道

部

・
石
川
　
浩
）
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た
委
員
も
い
る
の
で
、
希
望
が

あ
れ
ば
随
時
、
現
地
に
行

っ
て

も
ら
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」

―
治
水
や
利
水
の
効
果
に
つ

い
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ

る
。

「
事
業

が
計
画
さ
れ

た

こ
ろ

は
、
高
度
成
長
期
に
当
た
る
。

長
い
年
月
が
経
過
し
、
治
水
、

利
水
に
対
す
る
考
え
方
も
変
化

し
て
き
て
い
る
。　
一
方
で
、
揖

斐
川
下
流

の
洪
水
被
害

の
問

題
、
渇
水
対
策
の
問
題
な
ど
も

視
野
に
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば

追加額 1010億 円
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lヽ 論説委員室から 金食いダム

マ
イ
ホ
ー
ム
を
建
て
て
い
る
さ

な
か
に

「
工
費
が
見
積
も
り
よ
り

４
割
も
余
計
に
か
か
る
こ
と
に
な

っ
た
。
よ
ろ
し
く
」
と
言
う
業
者

は
ま
ず
い
な
い
。
そ
れ
が
世
間
の

常
識
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
水
資
源
開
発
公
団

の
感
覚
は
違
う
。
岐
阜
県
の
揖
斐

川
に
建
設
中
の
徳
山
ダ
ム
に
つ
い

て
、
事
業
費
が
１
０
１
０
億
円
ほ

ど
は
ね
上
が
る
と
言
い
出
し
た
。

こ
れ
に
は
ダ
ム
に
反
対
す
る
市

民
た
ち
ば
か
り
か
、
共
同
事
業
者

と
し
て
金
を
出
す
東
海
地
方
の
自

治
体
も
あ
ぜ
ん
と
さ
せ
ら
れ
た
。

「け
し
か
ら
ん
話
だ
」
。
名
古
屋

市
の
担
当
者
か
ら
ぶ
り
の
声
を
聞

い
た
。

こ
れ
ま
で
公
表
さ
れ
て
い
た
事

業
費
は
、
８５
年
度
に
見
積
も
ら
れ

た
２
５
４
０
億
円
だ
っ
た
。
そ
れ

が
３
５
５
０
億
円
に
駿
ら
む
。
公

開
興
颯
納
策
ｔ
諄
計
効
鰤
“
社
葬

あ
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、

も
っ
と
早
く
明
ら
か
に
す
べ
き
こ

と
で
は
な
い
か
。
こ
ん
な
金
食
い

ダ
ム
と
早
く
分
か
っ
て
い
れ
ば
、

建
設
の
流
れ
そ
の
も
の
が
変
わ
っ

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

ダ
ム
は
着
工
か
ら
３
年
半
が
過

ぎ
、
４
年
後
の
完
成
に
向
け
て
巨

大
な
姿
を
見
せ
始
め
て
い
る
。
引

き
返
せ
な
い
と
こ
ろ
に
き
て
か
ら

「実
は
も
っ
と
金
が
要
る
」
と
持

ち
出
す
の
は
公
正
で
は
な
い
。

総
貯
水
量
は
日
本

一
だ
が
、
水

需
要
は
伸
び
悩
み
、
ダ
ム
の
水
を

利
用
す
る
必
要
性
は
薄
れ
た
。
自

治
体
は
財
政
負
担
に
あ
え
ぐ
。
治

水
の
効
果
も
、
環
境
へ
の
影
響
を

考
え
る
と
疑
間
が
あ
る
。

事
業
を
こ
の
ま
ま
続
け
る
の

か
。
他
に
方
法
は
な
い
の
か
。
政

府
も
自
治
体
も
、
い
ま

一
度
真
剣

に
考
え
る
べ
き
時
だ
ろ
う
。

〈
渡
辺
斉
〉

属
旧
日
И
目
一　
揖
斐
川
上
流
に
建
設
中
の
治
水
、
利
水
、

発
電
の
多
目
的
ダ
ム
。
ロ
ッ
ク
フ
ィ
ル
式
で
高
さ

１
６
１
房
、
総
貯
水
量
は
６
億
６
千
万

ント
で
全
国

最
大
。
１
９
７
６
年
事
業
認
可
、
２
０
０
０
年
に

本
体
着
工
し
、
完
成
予
定
は
０７
年
度
。
こ
れ
ま
で
再
評
価
を

２
度
受
け
、
い
ず
れ
も

「事
業
継
続
」
と
さ
れ
た
。
今
回
の

事
業
評
価
監
視
委
員
会
は
大
学
教
授
、
弁
護
士
、
自
治
体
首

長
、
建
築
家
ら
Ｈ
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

↑θ3θ p.2年  耳月
『
多4M(夕 )



2003年 (平 成 15年 )10月 5日 (日 曜 日 )

徳山ダム事業費増額
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市
予
測
に
批
判
の
声

嶼『物抑一̈̈
一̈一蝉一一『〕つ一『̈̈
養̈』

名古屋市議会

―
事
業
中
止
を
求
め
る
訴
訟

で
水
需
要
予
測
を

「
過
大
だ
」

と
訴
え
て
き
た
。

「木
曽
川
水
系
の
都
市
用
水

の
需
要
実
績
は
横
ば
い
。
工
業

用
水
は
減
っ
て
い
る
し
、
水
道

用
水
は
微
増
だ
が
、
都
市
部
は

人
口
が
増
え
て
も
逆
に
減
る
傾

向
に
あ
る
。
水
道
円
水
が
伸
び

る
要
素
に
国
は
朝
シ
ャ
ン
、
ガ

ー
デ
ニ
ン
グ
を
挙
げ
た
。
工
業

用
水
は
景
気
回
復
で
増
え
る
と

言
う
が
、
資
源
多
消
費
型
の
エ

場
は
も
う
成
り
立
た
な
い
」

―
渇
水
対
策
に
は
な
る
。

「木
曽
川
水
系
か
ら
の
取
水

量
の
実
績
は
、
二
〇
〇
０
年
度

で
水
道
用
水
が
予
測
の
六
割
、

工
業
用
水
は
四
割
だ

っ
た
。
国

は

「
渇
水
に
備
え
て
ダ
ム
の
実

力
を
六
割
に
設
定
し
た
」
と
主

張
す
る
が
、
平
均
す
れ
ば
五
割

も
使

っ
て
い
な
い
」

「
一
九
九
四
年
の
大
渇
水
で

は
、
愛
知
県
で
断
水
が
あ

っ
た

な

っ
た
。
徳
山
ダ
ム
の
事
業

費
増
額
問
題
も
絡
み
、
市
議

か
ら
は

「過
大
予
測
を
早
急

千
十
億
円
の
事
業
費
増

が
、
農
業
用
水
を
回
し
た
ら
解

除
さ
れ
た
。
ダ
ム
を
造
る
よ
り

工
業
、
農
業
用
水
を
水
道
用
水

に
振
り
替
え
ら
れ
る
よ
う
に
す

べ
き
だ
」

―
治
水
を
重
点
に
ダ
ム
の
必

要
性
が
語
ら
れ
て
い
る
。

「
六
八
年
に
立
て
ら
れ
た
損

斐
川
の
治
水
計
画
は
百
年
に

一

回
の
確
率
で
発
生
す
る
洪
水
を

想
定
し
て
い
る
。

（
最
大
の
洪

水
を
予
想
し
た
）
基
本
高
水
流

量
を
決
め
る
際
、
過
去
わ
ず
か

十
三
年
間
に
発
生
し
た
五
つ
の

洪
水
を
基
に
計
算
す
る
な
ど
し

て
お
り
、
妥
当
で
は
な
い
。
設

定
し
た
毎
秒
六
千
三
百

ント
は
過

大
。
計
画
が
当
時
の
ま
ま
変
更

さ
れ
な
い
の
も
疑
間
だ
。
そ
れ

に
本
流
の
最
上
流
部
の
徳
山
ダ

題
で
、
鈴
木
治

・
県
建
設
管

理
局
長
は
３
日
の
県
議
会

一

般
質
問
で
、
国
に
回
答
す
る

同
ダ
ム
な
ど
の
水
の
利
用
予

測
に
つ
い
て
、

「広
域
的
、

長
期
的
観
点
か
ら
行
う
こ
と

だ
か
ら
県
が
行
う
」
と
述

べ
、
市
町
村
や
企
業
な
ど
利

用
者
に
見
込
み
を
た
ず
ね
な

い
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。

県
の
水
利
用
予
測
は
、
事

業
費
の
県
負
担
分
の
算
定
に

直
結
す
る
。
県
の
方
針

で

は
、
人
口
の
推
移
や
水
の
再

利
用
率
な
ど
の
実
績
を
も
と

に
将
来
の
水
利
用
を
推
計
す

る
と
い
う
。　
・

鈴
木
局
長
は
議
会
後
、
市

町
村
の
予
測
は
人
口
や
工
業

生
産
額
な
ど
を
過
大
に
見
積

も
る
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
。

「ど
の
企
業
が
今
後
、
県
内

に
立
地
す
る
か
わ
か
ら
な

い
。
全
国
の
企
業
に
利
用
予

測
を
聞
く
こ
と
も
不
可
能
」

と
し
、
県
の
独
自
推
計
が

「最
も
合
理
的
な
方
法
だ
」

と
話
し
た
。
一

◆◆6

」
申
“
瞳
〔
」
だ
」
Ｌ
ぃ
ぅ

市
が
∞
年
度
に
作
っ
た
水

需
要
予
測
で
は
、
１０
年
度
に

は
家
庭
用
水
道
水
の

一
日
最

大
給
水
量
が
９５
万
世
帯
で
１

０
０
万
立
方
周
と
さ
れ
た
。

核
家
族
化
や
単
身
世
帯
の
増

加
な
ど
で
世
帯
数
は
増
え
、

ふ
ろ
や
洗
湘
の
水
は
世
帯
ご

と
に
必
要
な
た
め
、　
一
人
当

た
り
の
給
水
量
は
増
ぇ
る
と

予
想
し
て
い
た
。

冊
か
に
０２
年
度
の
世
帯
数

は
００
年
度
よ
り
２
万
増
え
て

９２
万
世
帯
に
な
っ
た
。
し
か

し
、

一
日
の

一
人
当
た
り
の

給
水
量
は
逆
に
３

・
７
脇
減

っ
た
。
市
全
体
の
家
庭
用
の

一
日
最
大
給
水
量
も
８０
万
立

方
解
に
と
ど
ま
っ
た
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
世
帯
数

は
３
％
し
か
増
ぇ
な
い
の

に
、

一
日
最
大
給
水
量
は
２５

％
も
増
え
る
計
算
に
な
る
“

「
こ
ん
な
予
測
は
お
か
し

い
。見
直
し
て
い
な
い
の
か
」

と
市
議
が
た
だ
し
た
が
、
市

上
下
水
道
局
側
は

「
需
要
予

測
に
対
す
る
現
実
の
分
析
は

こ
れ
か
ら
や
り
た
い
」
と
答

え
る
に
と
と
ま
っ
た
。
同
局

に
よ
る
と
、
景
気
の
低
迷

や
節
水
意
識
の
高
ま
り
、
節

水
型
洗
湘
機
な
ど
器
具
の

開
発
普
及
な
ど
が
影
響
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い

う

。

「地
方
に
負
担
」

小
泉
政
策
批
判

松
原
・名
古
屋
市
長

名
古
屋
市
の
松
原
武
久
市

長
は
６
日
の
記
者
会
見
で
、

小
泉
内
閣
の
地
方
分
権
推
進

策
に
つ
い
て

「負
担
ば
か
り

が
地
方
に

‐つ
け
回
さ
れ
て
い

る
。
痛
み
も
合
め
た
構
造
改

革
の
行
程
表
を
示
し
て
欲
し

い
」
と
批
判
し
た
。

松
原
市
長
は
地
方
交
付
税

の
財
源
不
足
を
補
う
た
め
に

地
方
が
設
け
て
い
る
臨
時
財

政
対
策
■
に
触
れ
、

「国

´
の

借
金
を
地
方
が
肩
代
わ
り
し

て
い
る
。
国
か
ら
地
方
へ
と

い
う
改
革
の
流
れ
は
わ
か
る

が
、
今
の
と
こ
ろ
流
れ
て
く

る
の
は
負
担
ば
か
り
だ
」
と

述
べ
た
。

こ ん ど う ・ ゆ りこ  東 大 中退 。 19771
年 に 岐 阜 県 大 垣 市 へ 転 居 。 95年発 足 の |

「徳 山 ダム建 設 中止 を求 め る会 」事 務 |

局 長 。横浜 市 出身 。 54歳。      |

ム
は
、
上
流
の
流
域
面
積
の
２０

％
に
降

っ
た
雨
し
か
た
め
ら
れ

な
い
」
―
岐
阜
県
大
Ｌ
一市
の
大
谷
川

洗
堰

（
ぜ
き
）
の
越
流
で
水
害

に
遭

っ
た
住
民
は
ダ
ム
の
完
成

を
望
ん
で
い
る
。

「昨
年
の
水
害
は
支
流
で
集

中
豪
雨
が
あ

っ
た
。
ダ
ム
が
あ

れ
ば
洗
堰
の
越
流
は
防
げ
た

か
。
中
部
地
方
整
備
局
は

「
防

げ
た
と
は
言
わ
な
い
」
と
し
、

本
省
は

「本
流
の
水
位
は
下
が

る
」
。
な
い
よ
り
あ

っ
た
方
が

い
い
と
い
う
感
覚
だ
。
国
や
県

は

「
ダ
ム
が
完
成
し
た
ら
洗
堰

を
か
さ
上
げ
す
る
」
と
し
て
、

洗
堰
を
人
質
に
し
て
推
進
を
言

わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
ダ

ム
と
か
さ
上
げ
は
別
の
問
題
」

―
増
額
を
ど
う
み
る
。

「
費
用
負
担
同
意
が
な
い
と

増
額
変
更
で
き
な
い
こ
と
を
重

ね
合
わ
せ
れ
ば
、
今
、
ボ
ー
ル

は
自
治
体
に
投
げ
ら
れ
た
。
今

度
こ
そ
自
治
体
の
責
任
で
ど
う

す
る
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
。

「
同
意
せ
ず
に
事
業
を
凍
結

し
、
水
重
要
予
測
も
治
水
の
間

題
も
ち
ゃ
ん
と
議
論
し
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
撒
退
し
な
さ
い
」

と
い
う
の
が
私
た
ち
の
意
見

だ
」
（聞
き
手
＝
岐
阜
支
社
報
道

部

・
小
中
　
寿
美
）

4`]キ4M嗽そ敗
中●そ白圃

徳山ダム
徳
山
ダ
ム
問
題
は
、
事
業

員
増
の
妥
当
性
を
害
議
す
る

国
交
省
中
部
地
方
整
備
局
の

第
二
者
機
関

「
事
業
評
価
監

視
委
員
会
」
の
開
催
が
九
日

に
迫

っ
て
お
り
、
三
氏
が
取

均
上

げ
た
。

梶
原
知
事
は
山
下
氏
と
松

永
氏
に
対
し
、
順
調
に
行
け

ば
二
〇
〇
六
年
の
台
風
シ
ー

ズ
ン
前
に
試
験
湛
水
で
き
る

水
資
源
開
発
機
構
の
見
通
し

を
述
べ
、

「
来
年
、
再
来
年

蔀加
筆払
水
資
源
機
構
に
提
出

一『罐中̈善一一̈一̈一̈『一̈̈
一一̈̈
「̈一一̈絲時‐こ‐こ（̈た出．「礫動期

・
卜
■
●
・■
一̈”
■
■
●
一
■
●
■
一
十
■
一
”■
，
一″
■
一
一
■
■
一
．」■
■
一
●
■
■
一■
，
一
●
・̈
・
´
■
●

一́
、
■
」
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,I口 kt跡 旅71嶼

魯
辱

導
水
路
計
画
も

ラひ
朝

日

新

聞

嶋
．
″
，
７

鷹
躙
Щ
図
困
籠
蘭
調
嵌
田
　
主
な
も
の
に
、
国
土
交
通
相
を
相

手
に
事
業
認
定
取
り
消
し
を
求
め
た
訴
訟

（
原
告
５７

人
）
と
、
梶
原
拓
岐
阜
県
知
事
ら
を
相
手
取
り
、
県

の
支
出
金
差
し
止
め
と
支
払
い
済
み
の
約
３４
億
７
３

４
８
万
円
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴
訟

（
同
４３
人
）
が
あ
る
。

い
ず
れ
も

「徳
山
ダ
ム
建
設
中
止
を
求
め
る
会
」
の
メ
ン
パ
ー

が
中
心
と
な

っ
て
１
９
９
９
年
に
岐
阜
地
裁
に
提
訴
、
結
審
し

て
お
り
、
判
決
が
年
内
に
も
同
時
に
言
い
渡
さ
れ
る
見
通
惚

2003年 (平 成 15年 )10月 2日 (木 曜 日 )

事
業
推
進
あ
ら
た
め
て
強
調

は
な
る
べ
く
雨
が
降
ら
な
い

よ
う
神
様
に
お
願
い
し
て
乗

り
越
え
れ
ば
、
平
成
十
八
年

の
出
水
期
に
は
枕
を
高
く
し

て
眠
れ
る
」
と
ダ
ム
の
治
水

効
果
を
強
調
し
た
。

一
方
、
事
業
費
増
の
金
銭

的
負
担
を
懸
念
し
、
追
加
分

県
議
会
九
月
定
例
会
は

一
日
、
本
会
議
を
再
瀾
。
県
側
が
県
人
事
委
員
会
の
勧
告
に

沿

っ
た
県
職
員
の
給
与
引
き
下
げ
と
知
事
な
ど
特
別
職
の
期
末
手
当
支
給
割
合
を
引
き

下
げ
る
条
例
の

一
部
改
正
案
三
議
案
を
追
加
提
案
し
た
後
、
自
民
、
民
主
の
代
表
質
問

を
は
じ
め
五
氏
が
質
問
に
立

っ
た
。
千
十
億
円
の
事
業
費
増
が
示
さ
れ
た
徳
山
ダ
ム
事

業
に
つ
い
て
の
質
問
が
相
次
ぎ
、
梶
原
拓
知
事
は
治
水
効
果
を
前
面
に
出
し
て
事
業
推

進
姿
勢
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
た
。
　
　

　
　

　
　

　

（小
沢
　
伸
介
、
刈
谷
　
節
）

の
精
査
、
見
直
し
が
済
む
ま

で
事
業
の
凍
結
を
訴
え
た
不

破
氏
に
対
し
て
は

「
一
年
間

工
事
を
引
き
延
ば
し
た
ら
事

業
費
が
六
十
億
円
増
え
る
。

そ
の
負
担
を
ど
う
す
る
か
を

流
域
住
民
と
議
論
し
て
ほ
し

い
」
と
語
気
を
強
め
た
。

「
地
域
住
民
が
い
ら
な
い

と
一一一］う
な

気

災
害
が
起
き

た
時
の
責
任
も
と

っ
て
も
ら

う
。
こ
れ
が
岐
阜
県
流
の
当

事
者
主
義
」
と
も
述
べ
、
再

質
問
で
不
破
氏
に

「
住
民

ヘ

の
貢
任
転
嫁
だ
」
と
反
論
さ

れ
た
が
、

「住
民
の
生
命
を

守
る
案
件
は
地
域
住
民
の
意

黒
謬
耐

県
、独
自
に
試
算

へ

徳
山
ダ
ム
の
事
業
費
が
１

０
１
０
億
円
増
額
さ
れ
る
間

“

Ю

曖

∃

彗

雪

∃

藝

∃

ョ

冒

ョ

∃

ョ

∃

彗

ョ

∃

暑

∃

雪

∃

言

∃

目

昌

∃

ョ

∃

岐
阜
県
が
１７０
項
目
の
質
問

追
加
負
担
を
求
め
ら
れ
た

愛
知
、
嵯

早
、
〓
一重
〇

一原

と
名
古
屋
市
の
担
当
職
員
が

八
月
下
旬

に
説
明

を
受
け

た

際
の
資
料

に
基

づ
き
、

先
月
十
二
日
に
提
示
し
た
。

機
構
側
の
回
答
は

ま
だ

な

い
。

1日 の貫問者

◇ 山下 運 平 議 員 (自 民 ・ 郡 上 郡 )

=代表 質問
◇不破照子 議員 (民主・ 大垣市 )

=代表 質問
◇松 永清 彦議員 (自民・ 海津郡 )

◇松村多美 夫議 員 (無所属 。本巣郡 )

◇高 橋 昌夫 議員 (無所属・ 揖斐郡 )


